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[bookmark: _Toc147856738]第１章　「なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）」の概要



１　N-EMSの概要

（１）目的

なごや環境マネジメントシステム（以下、「N-EMS」という。）は、「名古屋市役所環境行動計画2030」で掲げる目標の進行管理について、適切かつ効果的に運用することを目的とする。



（２）適用範囲

　N-EMSの適用範囲は、原則として本市が直接実施している事務・事業を対象とする。「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」（以下、「省エネ法」という。）及び「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」という。）による管理が必要な施設については、必要に応じて適用範囲に含むものとする。



（３）管理項目

　N-EMSの管理対象は表１のとおりとし、実績の把握を行う。



表１　管理項目

		区　分

		管理項目



		省エネルギー

		電気の使用量



		

		燃料の使用量



		

		他人から供給された熱量



		

		その他



		省資源

		上水道の使用量



		

		用紙類使用量



		廃棄物の削減

		古紙の資源化



		

		厨房を有する施設における生ごみ資源化



		

		廃棄物排出量



		

		ごみ処理量



		

		下水処理量



		自家発電

		太陽光発電



		

		廃棄物発電



		

		コージェネレーション



		環境への配慮活動

		次世代自動車の導入



		

		エコドライブの推進



		

		大気汚染の管理



		

		水質汚濁の管理



		

		グリーン購入



		

		緑化の推進



		

		雨水流出の抑制



		

		フロン排出抑制



		その他

		省エネ法、温対法に基づくその他の項目





（４）運用管理組織

　N-EMS運用管理のための組織は、図１のとおりとする。
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図１　N-EMS管理組織



※　本図は、令和4年度の標準的なN-EMS管理組織を示すものであり、各局区室の規模や体制等に応じた管理組織を組むものとする。
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[bookmark: _Toc147856740]１　温室効果ガス排出量の削減

（１）目標

温室効果ガス排出量は、2013（平成25）年度を基準として、2030（令和12）年度までに24％削減する目標を設定している。



表２　温室効果ガス排出量の削減目標

		区　分

		総排出量

		



		

		

		一般事務

事業

		市バス・

地下鉄事業

		上下水道

事業

		ごみ処理

事業



		削減目標

		△24％

		△39％

		△26％

		△23％

		△15％





※１　二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF₆)を温室効果ガス排出量の算定対象とする。

※２　温室効果ガス排出量には、公用車の使用に伴い排出されるもの及びPFI施設から排出されるものを含み、省エネ法及び温対法の範囲とは異なる。



（２）排出量の実績

令和4年度の温室効果ガス排出量は74.6万トンで、基準年度比7.1％の減少、前年度比2.3％の減少となった。



表３　温室効果ガス排出量の実績（CO2換算値）

（単位：万t-CO2）

		区　分

		平成25年度

(基準年度)

		令和3年度

		令和4年度

		



		

		

		

		

		基準年度比

		前年度比



		一般事務事業

		16.3

		14.6

		14.6

		△10.3%

		△0.2%



		市バス・地下鉄事業

		16.8

		13.4

		14.4

		△14.0%

		7.5%



		上下水道事業

		18.5

		16.1

		14.8

		△20.3%

		△8.5%



		ごみ処理事業

		28.8

		32.2

		30.8

		7.2%

		△4.3%



		合　計

		80.4

		76.4

		74.6

		△7.1%

		△2.3%





※　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。
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△24％























(年度)





（目標年度）[image: ]
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図２　温室効果ガス排出量の推移





（３）要因

基準年度及び前年度と比べて温室効果ガス排出量が減少した要因には、省エネ型設備の導入等各局における省エネの取組の推進が挙げられる。

一方、部門別では、ごみ処理事業において基準年度と比べて温室効果ガス排出量が増加しており、主な理由としてはプラスチック焼却量が増加したことが挙げられる。





表４　プラスチック焼却に伴う温室効果ガス排出量

		平成25年度

		令和3年度

		令和4年度



		23.4万t-CO2

		25.0万t-CO2

		24.2万t-CO2














[bookmark: _Toc147856741]２　最終エネルギー消費量の削減

（１）目標

最終エネルギー消費量は、2013（平成25）年度を基準として、2030（令和12）年度までに20％削減する目標を設定している。



（２）実績

令和4年度の最終エネルギー消費量は7,793千GJで、基準年度比11.2％の減少、前年度比0.9％の減少となった。



　　　　　　　　　　　　表５　最終エネルギー消費量の実績　　　　（単位：千GJ）

		区　分

		平成25年度

(基準年度)

		令和3年度

		令和4年度

		



		

		

		

		

		基準年度比

		前年度比



		一般事務事業

		3,298

		3,249

		3,239

		△1.8%

		△0.3%



		市バス・地下鉄事業

		3,056

		2,857

		2,865

		△6.2%

		0.3%



		上下水道事業

		2,675

		2,761

		2,713

		1.4%

		△1.7%



		ごみ処理事業

		△257

		△1,001

		△1,024

		△298.8%

		△2.3%



		合　計

		8,772

		7,866

		7,793

		△11.2%

		△0.9%





※１　エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相当するエネルギー量を差し引いたものを最終エネルギー消費量とする。

※２　エネルギー使用量には、公用車の使用に伴い排出されるもの及びPFI施設から排出されるものを含み、省エネ法及び温対法の範囲とは異なる。

※３　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

※４　ごみ処理事業の実績値は、売電によるエネルギー量が使用量を上回るためマイナス表記となる。
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			△20％
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図３　最終エネルギー消費量の推移



（３）要因

基準年度と比べて最終エネルギー消費量が減少した要因には、各所属における省エネの取組や発電量及び売電量の増加などが挙げられる。

しかし、都市ガスの使用量については、空調稼働日数の拡大などの影響で基準年度と比べると増加している。

　令和４年度に実施した削減の取組について、各局室区からは、「照明のLED化」、「空調の調整」、「次世代自動車の積極的な利用」といった報告があった。
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図４　エネルギー使用量の内訳（令和４年度）
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図５　電気使用量の推移
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図６　都市ガス使用量の推移	






　　　　　　表６　最終エネルギー消費量実績の局室区別の内訳　　　（単位：GJ）

		区　分

		平成25年度実績

(基準年度)

		令和３年度

実績

		令和4年度



		

		

		

		実績

		基準年度比

		前年度比



		防災危機管理局

		2,867

		1,764

		1,050

		△63.4%

		△40.4%



		市　長　室

		93

		40

		48

		△49.1%

		17.8%



		総　務　局

		156,540

		145,689

		138,878

		△11.3%

		△4.7%



		財　政　局

		9,489

		8,499

		7,839

		△17.4%

		△7.8%



		スポーツ市民局

		374,314

		350,855

		338,472

		△9.6%

		△3.5%



		経　済　局

		367,659

		308,234

		306,787

		△16.6%

		△0.5%



		観光文化交流局

		317,962

		266,264

		302,768

		△4.8%

		13.7%



		環　境　局

		△256,899

		△1,001,047

		△1,024,387

		△298.8%

		△2.3%



		健康福祉局

		346,934

		399,429

		389,249

		12.2%

		△2.5%



		子ども青少年局

		116,820

		99,725

		98,744

		△15.5%

		△1.0%



		住宅都市局

		168,967

		114,916

		117,666

		△30.4%

		2.4%



		緑政土木局

		202,032  

		190,487

		181,903

		△10.0%

		△4.5%



		市会事務局

		93 

		39

		63

		△32.3%

		63.0%



		教育委員会

		953,346  

		1,082,437

		1,079,917

		13.3%

		△0.2%



		消　防　局

		89,768 

		88,764

		89,826

		0.1%

		1.2%



		上下水道局

		2,674,743

		2,761,166

		2,713,383

		1.4%

		△1.7%



		交　通　局

		3,055,954

		2,856,832

		2,865,219

		△6.2%

		0.3%



		千　種　区

		9,757  

		12,154

		10,192

		4.5%

		△16.1%



		東　区

		7,442  

		8,039

		7,313

		△1.7%

		△9.0%



		北　区

		12,530  

		12,349

		12,561

		0.2%

		1.7%



		西　区

		 15,162  

		14,557

		14,479

		△4.5%

		△0.5%



		中　村　区

		10,989

		12,536

		11,877

		8.1%

		△5.3%



		中　区

		 16,447  

		13,956

		14,675

		△10.8%

		5.2%



		昭　和　区

		11,827  

		9,364

		9,496

		△19.7%

		1.4%



		瑞　穂　区

		 9,988  

		10,238

		9,935

		△0.5%

		△3.0%



		熱　田　区

		 10,700  

		11,984

		11,684

		9.2%

		△2.5%



		中　川　区

		 13,222  

		11,952

		12,230

		△7.5%

		2.3%



		港　区

		12,152  

		13,238

		12,440

		2.4%

		△6.0%



		南　区

		  13,883  

		13,285

		12,662

		△8.8%

		△4.7%



		守　山　区

		 11,798  

		12,232

		11,889

		0.8%

		△2.8%



		緑　区

		14,824  

		14,726

		14,246

		△3.9%

		△3.3%



		名　東　区

		  9,406 

		10,153

		9,998

		6.3%

		△1.5%



		天　白　区

		10,800 

		10,747

		9,933

		△8.0%

		△7.6%



		合　計

		8,771,610

		7,865,604

		7,793,038

		△11.2%

		△0.9%





※１　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

※２　市役所庁舎の使用量は、庁舎管理を行っている総務局に一括して計上した。

※３　環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が使用量を上回るためマイナス表記となる。
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N-EMSでは、温室効果ガス排出量及び最終エネルギー消費量のほか、環境への配慮活動も管理項目として定めている。令和4年度の結果は以下のとおりであった。



表７　環境への配慮行動の令和4年度実績

		区　分

		平成28年度実績

（基準年度）

		令和12年度目標

		令和4年度実績



		次世代自動車の導入割合

		16％

		20％

		28％



		エコドライブ講座受講者数

		―

		（累計）

1,500人

		（累計）

91人



		大気汚染の管理

		

		

		



		

		NOx排出量

		220ｔ

		できる限り削減

		107ｔ



		水質汚濁の管理

		

		

		



		

		COD

		9,303kg/日

		できる限り削減

		9,420kg/日



		

		窒素

		12,175kg/日

		

		12,630kg/日



		

		リン

		728kg/日

		

		643kg/日



		用紙類使用量の削減

		1,868ｔ

		△5％

		1,988ｔ

6.4％



		古紙の資源化率

		95.9％

		できる限り増加

		94.5％



		厨房を有する施設等における生ごみ資源化率

		86.3％

		できる限り増加

		84.9％



		非グリーン購入件数

		483件

		できる限り削減

		426件



		緑化の推進

		7箇所

2.0ha

		緑化面積の確保

		14箇所

9.8ha



		雨水流出の抑制

		101件

 31,882.2m3

		雨水の貯留

浸透量の確保

		75件

3149.9m3



		業務用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ等からのフロン類漏えい量

		3,327t-CO₂

		できる限り削減

		866.6t-CO₂





※１　「エコドライブ講座受講者数」は、平成30年度以降の累計とする。

※２　「大気汚染の管理」は、「令和4年度実績」として令和3年度の実績を、「基準年度」として平成27年度の実績をそれぞれ記載した。

※３　「緑化の推進」には「各年度の本市建築物の緑化地域制度申請実績」を、「雨水流出の抑制」には「各年度の本市公共施設雨水流出抑制実績」をそれぞれ記載した。（いずれも単年度実績）
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（１）目標

用紙類使用量は、2016（平成28）年度を基準として、2030（令和12）年度までに5％削減する目標を設定している。



（２）実績

令和4年度の用紙類使用量は1,988トンで、基準年度比6.4％の増加、前年度比1.0％の増加となった。



表8

　用紙類使用量の令和4年度実績         （単位：kg）

		平成28年度

(基準年度)

		令和3年度

		令和4年度

		



		

		

		

		基準年度比

		前年度比



		1,867,743

		1,967,670

		1,987,866

		6.4％

		1.0％





(ｔ)





		△5％



	

	印刷物





	

	

	



コピー用紙









（目標年度）

(年度）

（基準年度）



	

図７　用紙類使用量の推移



（３）要因

基準年度と比べて用紙類使用量が増加した要因には、全戸配布物の印刷や人口（世帯数）増による各種案内等の増加が挙げられる。

令和4年度に実施した削減の取組について、各局室区からは、「電子決裁の推進」、「両面印刷や集約印刷」、「印刷物の内容や発行部数の精査」といった報告があった。




表９　用紙類使用量の局室区別の内訳　　　　　　（単位：t）

		区　分

		平成28年度実績

(基準年度)

		令和３年度

実績

		令和4年度



		

		

		

		実績

		基準年度比

		前年度比



		会　計　室

		4

		2

		3

		△29.2%

		7.6%



		防災危機管理局

		51

		15

		17

		△66.0%

		16.5%



		市　長　室

		674

		701

		704

		4.5%

		0.5%



		総　務　局

		27

		18

		19

		△28.5%

		5.7%



		財　政　局

		83

		92

		93

		11.6%

		0.7%



		スポーツ市民局

		20

		24

		23

		13.7%

		△5.3%



		経済局

		10

		7

		6

		△33.4%

		△2.4%



		観光文化交流局

		28

		10

		16

		△44.2%

		62.9%



		環　境　局

		35

		33

		116

		232.3%

		255.2%



		健康福祉局

		215

		369

		307

		43.1%

		△16.7%



		子ども青少年局

		59

		69

		67

		13.9%

		△2.6%



		住宅都市局

		33

		27

		30

		△8.5%

		9.9%



		緑政土木局

		33

		33

		34

		2.4%

		2.6%



		市会事務局

		92

		95

		99

		7.8%

		4.9%



		監査事務局

		1

		1

		1

		△10.8%

		7.1%



		人事委員会

		3

		3

		3

		2.6%

		7.4%



		選挙管理委員会

		4

		3

		4

		9.7%

		32.3%



		教育委員会

		76

		75

		76

		0.5%

		1.2%



		消　防　局

		64

		58

		50

		△21.6%

		△13.3%



		上下水道局

		83

		83

		78

		△6.2%

		△5.7%



		交　通　局

		126

		81

		75

		△40.4%

		△7.2%



		千　種　区

		11

		11

		11

		2.0%

		3.0%



		東　区

		5

		10

		10

		82.0%

		△3.2%



		北　区

		11

		13

		14

		23.1%

		7.3%



		西　区

		10

		14

		9

		△5.6%

		△37.1%



		中　村　区

		11

		11

		11

		△4.6%

		△4.5%



		中　区

		7

		12

		9

		28.6%

		△25.9%



		昭　和　区

		6

		7

		7

		28.0%

		△0.2%



		瑞　穂　区

		8

		8

		7

		△18.9%

		△17.7%



		熱　田　区

		8

		9

		9

		15.6%

		3.6%



		中　川　区

		12

		12

		12

		2.8%

		△0.6%



		港　区

		9

		9

		10

		4.9%

		13.0%



		南　区

		10

		11

		11

		8.6%

		△4.6%



		守　山　区

		12

		11

		13

		6.7%

		19.3%



		緑　区

		10

		12

		14

		38.0%

		9.7%



		名　東　区

		11

		10

		10

		△3.5%

		3.3%



		天　白　区

		8

		10

		10

		23.8%

		4.1%



		合　計

		1,868

		1,968

		1,988

		6.4%

		1.0%





※　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。
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環境マネジメントに関する知識及び技術の向上を図るため、以下のとおり研修を実施した。



表１０　令和4年度実施研修

		研修名

		実施時期

		目的

		内容

		対象者及び

参加者数



		一般

研修

		入門研修

		4月～5月

		環境マネジメントの基本的内容の理解、事業活動における省エネ意識の向上

		地球温暖化問題、環境行動計画及びN-EMSの概要等

		新規採用者

679人



		

		幹部職員

研修

		８月９日～

9月9日

		各所属における環境マネジメントの確立と指揮の実施

		N-EMSの概要と運用のポイント等

		推進責任者

総括推進者

60人



		

		推進研修

		８月９日～

9月9日

		各所属における実施研修及び指導の実施

		地方公共団体での省エネ・省資源対策等

		推進員

117人



		

		実施研修

		９月～

12月

		環境マネジメントの基本的内容の理解、省エネルギーに対する意識の向上

		環境問題の現状、本市の環境目標と実績等

		全職員

15,465人



		監査員

研修

		環境監査

研修

		10月27日

		環境監査に必要な知識の習得

		内部監査における視点や手順等

		所属の推薦を受けた

推進員

N-EMS担当者

64人
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N-EMSが適切に運用され、かつ環境マネジメントが効果的に機能していることを確認するため、職員による環境監査（以下、「監査」という。）を令和４年10月から12月にかけて実施した。



（１）監査概要

・実施時期：令和4年10月28 日から12月16日まで

・監査対象： 32課室 

・監査員： 32名（課長級職員）

・監査項目：目標設定、取組状況、研修、文書の管理、点検及び評価、

役割及び責任、環境監査（過去の監査の指摘事項等の確認）

・重点項目：施設の運用管理における法令遵守、用紙類使用量の削減に向けた取組



（２）監査結果等

すべての課室において、法令遵守が確認できた。

また、ほぼすべての所属で、業務に照らし合わせた環境配慮行動がなされていた。

一方、コピー用紙使用量の周知漏れなど、毎年指導事項に挙げられる項目に該当する組織もみられた。

本市は、市民・事業者に取組を促す立場である。一事業者として率先した行動をとらなければならないことを再認識し、今後は不十分な取組であるとの指摘・指導がないよう、監査のフィードバックを実施していくことが重要である。

より効果的な監査とするため、環境監査報告書の内容（指導内容や改善措置）が全庁的に浸透させることが重要である。





表１１　監査項目ごとの評価内訳

		評価

		優良

		指導

		指摘



		目標設定

		1

		0

		0



		取組状況

		17

		1

		0



		研修

		1

		0

		0



		文書の管理

		0

		0

		0



		点検及び評価

		0

		0

		0



		役割及び責任

		1

		1

		0



		環境監査

		1

		2

		0



		合計

		21

		4

		0





※　優良事項とは「取組に創意工夫が見られ、特に活動結果に成果が見られるなど、他の部署の参考となる事項」、指導事項とは「環境マネジメントについて、見直しや改善が望まれる事項」、指摘事項とは「法令が遵守されていないなど、是正措置が必要と判断される事項」のことをいう。
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　LED照明を30,018台導入、太陽光発電設備を5施設に61kW設置した。



表１２　各局区室のLED照明の導入状況（令和4年度末時点）

		局 

		LED化率

		区

		LED化率



		防災危機管理局

		24.4%

		千 種 区

		8.2%



		総　務　局

		25.1%

		東　区

		65.8%



		スポーツ市民局

		12.5%

		北　区

		28.1%



		経済局

		30.3%

		西　区

		8.3%



		観光文化交流局

		17.3%

		中 村 区

		64.6%



		環　境　局

		35.5%

		中　区

		93.2%



		健康福祉局

		34.4%

		昭 和 区

		69.1%



		子ども青少年局

		22.9%

		瑞 穂 区

		74.7%



		住宅都市局

		32.1%

		熱 田 区

		34.9%



		緑政土木局

		41.2%

		中 川 区

		49.5%



		教育委員会

		39.9%

		港　区

		36.6%



		消　防　局

		26.4%

		南　区

		52.9%



		上下水道局

		8.0%

		守 山 区

		40.4%



		交　通　局

		23.0%

		緑　区

		36.1%



		

		

		名 東 区

		44.9%



		各 局 区 合 計

		26.9%

		天 白 区

		59.9%









[bookmark: _Toc147856747]８　その他

次世代自動車や低公害・低燃費車の公用車への導入、省エネ診断・省エネ訪問相談の実施、昼休みの消灯、OA機器の省エネモードでの運用、ごみの発生抑制などに努めた。

さらに、毎月8日の本市「環境保全の日」には、全市的に公用車の使用を極力控え、定時退庁に努めた。5月から10月にかけては、「エコ・スタイル運動（クールビズ）」を実施した。
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[bookmark: _Toc147856749]１　目標設定方法

環境行動計画に掲げる目標のうち、職員全員が取り組む「最終エネルギー消費量の削減」と「用紙類使用量の削減」の2項目については、毎年度、以下の手順に従い、3年度分の目標を設定する。



（１）環境管理事務局が提示する3年度分の目標（暫定）に基づき、各局区室において、それぞれの自然増減を考慮した上で削減目標を設定する。

≪自然増減の例≫

最終エネルギー消費量：施設の新設・廃止などに伴うエネルギー使用量の増減

用紙類使用量：事業の開始・終了などに伴うコピー用紙・印刷物の増減

（２）局区室別目標に基づき、各職場で施設別目標を設定する。

（３）環境管理事務局が局区室別目標を集約し、全体目標を設定する。



[bookmark: _Toc147856750]２　「最終エネルギー消費量」の目標

令和５年度から令和７年度までの最終エネルギー消費量の目標については、以下のとおりとした。



表１３　「最終エネルギー消費量」の事務・事業全体の目標

（単位：千GJ）

		平成25年度実績

（基準年度）

		令和12年度目標

		目　標



		

		

		令和5年度

		令和6年度

		令和7年度



		8,772

		△20％

		△8.7％

		△9.4％

		△10.1％





※　実績値は、エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相当するエネルギー量を差し引いている。



[bookmark: _Toc147856751]３　「用紙類使用量の削減」の目標

令和５年度から令和７年度までの用紙類使用量の削減の目標については、以下のとおりとした。



表１４　「用紙類使用量の削減」の目標

（単位：t）

		平成28年度実績

（基準年度）

		令和12年度目標

		目　標



		

		

		令和5年度

		令和6年度

		令和7年度



		1,868

		△5％

		0.6%

		△2.8%

		△4.6%













表１５　「最終エネルギー消費量」の目標の局区室別内訳

（単位：千GJ）

		区　分

		平成25年度実績

（基準年度）

		目　標



		

		

		令和５年度

		令和６年度

		令和７年度



		防災危機管理局

		2,867

		△63.9%

		△64.6%

		△65.2%



		市　長　室

		93

		△49.1%

		△49.2%

		△49.2%



		総　務　局

		156,540

		△16.2%

		△19.6%

		△22.6%



		財　政　局

		9,489

		△28.0%

		△28.8%

		△29.6%



		スポーツ市民局

		374,314

		△11.4%

		△13.9%

		△16.4%



		経　済　局

		367,659

		△18.0%

		△19.4%

		△20.7%



		観光文化交流局

		317,962

		△5.7%

		△6.7%

		△7.6%



		環　境　局

		△256,899

		△134.2%

		△134.6%

		△135.1%



		健康福祉局

		346,934

		△1.5%

		△5.3%

		△9.7%



		子ども青少年局

		116,820

		△19.0%

		△21.3%

		△22.5%



		住宅都市局

		168,967

		△31.1%

		△31.7%

		△32.4%



		緑政土木局

		202,032  

		△12.3%

		△14.5%

		△16.7%



		市会事務局

		93 

		△33.4%

		△34.7%

		△36.0%



		教育委員会

		953,346  

		12.1%

		11.0%

		9.9%



		消　防　局

		89,768 

		△3.0%

		△5.9%

		△8.7%



		上下水道局

		2,674,743

		△1.9%

		△2.1%

		△2.3%



		交　通　局

		3,055,954

		△6.7%

		△6.6%

		△6.5%



		千　種　区

		9,757  

		△15.9%

		△16.7%

		△17.5%



		東　区

		7,442  

		△2.1%

		△2.5%

		△2.9%



		北　区

		12,530  

		△2.8%

		△4.9%

		△6.3%



		西　区

		 15,162  

		△7.1%

		△9.7%

		△12.2%



		中　村　区

		10,989

		6.4%

		4.8%

		3.2%



		中　区

		 16,447  

		△11.8%

		△12.7%

		△13.7%



		昭　和　区

		11,827  

		△19.7%

		△19.7%

		△19.7%



		瑞　穂　区

		 9,988  

		△2.8%

		△5.0%

		△7.2%



		熱　田　区

		 10,700  

		7.9%

		6.6%

		5.3%



		中　川　区

		 13,222  

		△8.4%

		△9.3%

		△10.2%



		港　区

		12,152  

		△1.0%

		△4.3%

		△7.4%



		南　区

		  13,883  

		△9.3%

		△9.7%

		△10.2%



		守　山　区

		 11,798  

		△2.0%

		△4.2%

		△5.9%



		緑　区

		14,824  

		△6.5%

		△9.0%

		△11.5%



		名　東　区

		  9,406 

		3.6%

		1.0%

		△1.5%



		天　白　区

		10,800 

		△9.2%

		△10.3%

		△11.4%



		合　計

		8,771,610

		△8.7%

		△9.4%

		△10.1%





※１　実績値は、エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相当するエネルギー量を差し引いている。

※２　環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。


　　　　表１６　「用紙類使用量の削減」の目標の局区室別内訳　（単位：t）　

		区　分

		平成28年度実績

（基準年度）

		目　標



		

		

		令和５年度

		令和６年度

		令和７年度



		会　計　室

		4

		△29.2%

		△29.2%

		△29.2%



		防災危機管理局

		51

		△68.9%

		△69.2%

		△69.5%



		市　長　室

		674

		5.6%

		6.6%

		7.7%



		総　務　局

		27

		10.5%

		0.2%

		40.3%



		財　政　局

		83

		6.5%

		1.6%

		△3.2%



		スポーツ市民局

		20

		11.3%

		9.0%

		6.7%



		経　済　局

		10

		△34.1%

		△34.7%

		△35.4%



		観光文化交流局

		28

		△45.5%

		△46.1%

		△46.6%



		環　境　局

		35

		18.7%

		△26.9%

		△28.9%



		健康福祉局

		215

		24.5%

		8.3%

		△7.3%



		子ども青少年局

		59

		7.4%

		2.5%

		△2.6%



		住宅都市局

		33

		△2.5%

		△2.9%

		△3.2%



		緑政土木局

		33

		0.4%

		△1.5%

		△3.2%



		市会事務局

		92

		4.6%

		1.4%

		△1.7%



		監査事務局

		1

		△10.9%

		△11.0%

		△11.1%



		人事委員会

		3

		0.0%

		△2.7%

		△5.9%



		選挙管理委員会

		4

		△8.1%

		△9.6%

		8.6%



		教育委員会

		76

		△2.4%

		△1.9%

		△2.9%



		消　防　局

		64

		△22.2%

		△22.9%

		△23.6%



		上下水道局

		83

		△6.2%

		△6.6%

		△7.0%



		交　通　局

		126

		△31.3%

		△32.0%

		△32.3%



		千　種　区

		11

		△2.7%

		△5.5%

		△7.3%



		東　区

		5

		63.8%

		55.6%

		47.8%



		北　区

		11

		12.5%

		3.6%

		△5.0%



		西　区

		10

		△6.6%

		△7.5%

		△8.4%



		中　村　区

		11

		△60.2%

		△60.5%

		△60.7%



		中　区

		7

		22.3%

		16.3%

		10.6%



		昭　和　区

		6

		13.9%

		3.7%

		△4.5%



		瑞　穂　区

		8

		△19.0%

		△19.1%

		△19.1%



		熱　田　区

		8

		9.1%

		2.9%

		△2.9%



		中　川　区

		12

		2.3%

		1.8%

		1.3%



		港　区

		9

		2.8%

		0.8%

		△1.2%



		南　区

		10

		4.4%

		3.9%

		3.5%



		守　山　区

		12

		△2.8%

		△3.8%

		△4.7%



		緑　区

		10

		32.6%

		27.4%

		22.4%



		名　東　区

		11

		△6.4%

		△9.2%

		△11.9%



		天　白　区

		8

		18.8%

		14.1%

		9.6%



		合　計

		1,868

		0.6%

		△2.8%

		△4.6%





[bookmark: _Toc54959613][bookmark: _Toc57727070][bookmark: _Toc86151207][bookmark: _Toc87889916][bookmark: _Toc120279942][bookmark: _Toc147856752]第４章　全体の評価と今後の方向性



[bookmark: _Toc147856753]１　全体の評価

各所属における省エネ・省資源の取組は着実に進んでいるものの、さらなるエネルギー使用量の削減のためには、職員一人ひとりに省エネを自分ごととして定着させ、業務の中で意識して取り組んでもらうことが重要である。

また、省エネ設備の更新もコスト削減につながり、エネルギー使用量の削減に効果的であることから、積極的に進めていくことが必要である。



[bookmark: _Toc147856754]２　今後の方向性

　今年度本市の地球温暖化対策実行計画を改定予定であり、市役所自らの取り組みとして、新たな温室効果ガス排出量の削減目標を設定する予定である。新たな削減目標の達成に向けて、職員のさらなる行動変容を促すとともに、徹底した省エネや再エネの導入を進めていく。

また、用紙類の削減については、書類の電子化や電子決裁の徹底に加え、「デジタルトランスフォーメーション（DX）」（制度や組織等の在り方等をデジタル化に合わせて変革していくこと）の推進とあわせてペーパーレス化を進めていく。



＜温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量削減にかかる取組＞

・研修やイントラネット等を活用した省エネルギーに関する情報の共有

・専門家による市施設の省エネルギー診断

・LED照明などの省エネルギー機器の導入の促進

・大規模改修や新築時に市有建築物の省エネ化の検討（改修事例や費用対効果、副次的便益等についての情報共有による、ZEB※の実現に向けた取組の推進）

・再生可能エネルギー電力の導入



＜用紙類使用量削減にかかる取組＞

・電子決裁の推進

・メールやイントラネットの活用

・ペーパーレス会議等の推進

・印刷物の作成部数や広報媒体の見直し



＜その他の取組＞

・実績報告や環境監査等により、各局室区における取組の定期的な把握・点検・評価

・研修やイントラネット等を通じた優良事例の水平展開



※　ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）：年間で消費する建築物のエネルギー量を大幅に削減するとともに、創エネでエネルギー収支「ゼロ」を目指した建築物

ごみ処理事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	5	令和12	28.782301530078598	26.2754293129573	28.067853294803399	27.534867334260699	30.193397466850602	29.531293685341701	29.606666370150698	32.896354553157302	32.233105572928096	30.843675113981298	24.464956300566811	上下水道事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	5	令和12	18.514177224830998	17.820110013094599	17.590361004174099	18.205856008885	17.890220200825699	17.635208986490099	17.316911505821899	16.7016264361712	16.137307714241999	14.762347235781801	14.255916463119867	市バス・地下鉄事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	5	令和12	16.789923667507001	16.5610551089196	16.31362690117	15.9418360189509	15.808173599963901	15.5363231873699	14.967187617688101	13.940354399314602	13.427085268895199	14.438295114612501	12.424543513955179	一般事務事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	5	令和12	16.2820848985019	15.6772634860846	15.868743890726901	16.094923397243299	15.7310815923933	15.9016836920441	14.631360095600201	13.9257040200457	14.628407364218498	14.596905454552902	9.9299965039141593	





平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	5	令和12	80.368490171624401	76.3	77.8	77.8	79.599999999999994	78.599999999999994	76.5	77.5	76.400000000000006	74.641222918928506	61.077464763946054	





ごみ処理事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	-256.89908165371901	-260.18952191614801	-227.754929904775	-247.358002677895	-325.05812882348602	-463.35127575801801	-559.418290851915	-612.45020806147397	-1001.0469860230201	-1024.3869374252999	上下水道事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	2674.7430998442701	2550.6280861774098	2540.1806509880198	2560.7396530210999	2573.7222973084399	2540.0238641825699	2560.73105703386	2697.08976960981	2761.1655138228298	2713.3832756493903	市バス・地下鉄事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	3055.953975334	3029.0898297332001	3051.2615637890199	3021.0593025057001	2996.6519745648002	2973.6307052019001	2942.5361045252998	2849.7959913230197	2856.83184225675	2865.2189163768999	一般事務事業	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	3297.8124935332098	3225.2181373542298	3211.8587942101299	3338.6381544863798	3367.6999368001402	3301.0462827254801	3118.4356505123901	3019.7886786496701	3248.65363804361	3238.8226616269603	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	8771.6104870577601	8544.7465313486919	8575.5460790823945	8673.0791073352848	8613.0160798498946	8351.3495763519313	8062.2845212196353	7954.224231521026	7865.6040081001702	7793.0379162279505	平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	







電気	都市ガス	軽油
（車両）	石灰石	石炭コークス	A重油	天然ガス
（車両）	その他	0.69519605151843611	0.14739736422574962	6.7087805136592377E-2	3.1821833508072717E-2	3.0824945857526515E-2	8.8610155571817797E-3	3.2465126016896153E-4	1.8486332936271825E-2	



平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	15837.514999999999	14160.326140000001	14196.09807	16955.418610000001	14648.172039999999	12120.66373	14821.3238	25917.727620000001	11964.04506	10671.008699999998	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	246466.49400000001	239128.399	239596.08799999999	241580	243157.96	239416.07500000001	239598.4136	243593.728	241373.334	238564.95300000001	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	243826.726	241404.74236	242116.09836999999	238794.69250999999	236857.61533999999	234550.86406999998	230934.47719000001	222452.09191999998	222615.60515000002	222727.46797	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	227245.73976	223344.92744	225292.81988	227498.97696999999	229462.20912000001	225160.08757	213389.54190999994	193315.69429999997	211924.43797000006	212402.11610000007	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	733376.47476000001	718038.39494000003	721201.10431999993	724829.08808999998	724125.95649999997	711247.69036999997	698743.7564999999	685279.24184000003	687877.42218000011	684365.54577000008	







平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	3678.0360000000001	3501.18	3567.7629000000002	3708.8787000000002	3743.0272	2896.4386	3309.482	4685.1104999999998	5683.4673000000003	4722.0254999999997	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	1676.3040000000001	1357.74	1161.5509999999999	1289.7529999999999	1268.2194999999999	1357.7159999999999	1539.278	3008.8586	4313.3940000000002	4123.0529999999999	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	182.14699999999999	187.84399999999999	188.26159999999999	195.995	207.80799999999999	190.965	186.98	200.917	204.90199999999999	202.346	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	19866.854139999999	19180.218509999999	18692.132180000001	21097.99353	19826.045450000001	21274.436280000002	20067.530500000001	22305.510249999999	23332.158459999999	23100.519431000001	

平成25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4	25403.34114	24226.982509999998	23609.70768	26292.62023	25045.100150000002	25719.55588	25103.270499999999	30200.396349999999	33533.921759999997	32147.943931000002	





ごみ処理事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	2	3678.0360000000001	3501.18	3567.7628999999997	3708.8787000000002	3743.0272	2896.4386	3309.482	4685.1104999999998	上下水道事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	2	1676.3040000000001	1357.74	1161.5509999999999	1289.7529999999999	1268.2194999999999	1357.7159999999999	1539.278	3008.8586	市バス・地下鉄事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	2	182.14699999999999	187.84399999999999	188.21600000000001	195.995	207.80799999999999	190.965	186.98	200.917	一般事務事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	2	20728.422140000002	20042.376510000006	19453.303180000003	21945.816529999996	22570.56255000001	22009.15828	20921.928100000001	22670.596249999999	

H25	26	27	28	29	30	R1	2	26264.909140000003	25089.140510000005	24370.833080000004	27140.443229999997	27789.61725000001	26454.277880000001	25957.668100000003	30565.482349999998	





コピー用紙	

平成28	29	30	令和元	2	3	4	　　　	令和12	547	554	585	571	550	567	554	印刷物	

平成28	29	30	令和元	2	3	4	　　　	令和12	1320	1340	1368	1348	1418	1402	1434	合計	

平成28	29	30	令和元	2	3	4	　　　	令和12	1868	1894	1953	1919	1969	1968	1988	1774	
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